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          河川構造物（護岸）の根入探さについて（通知）

　このことについては、昭和59年３月21日付発河第31号による総根入長1.50mと、災害復旧事業の採択基
準による根入れ（基礎天端まで1.00m）との間に、くい違いが生じていました。
　先般の会計検査後、河川課と協議した結果、今後の道路事業による護岸根入れは、別添図面を標準とする
ことになりました。
　なお、実施にあたっては、現場条件を勘定し変更できるものはそれぞれ対応して下さい。


